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第１章 はじめに 

 住みよいまちづくりのためには、行政だけでなくそこに住む人たちが、それぞれの地域

について考え、地域の課題を見出し、それを解決していくことで、より良い「まちづくり」

を実現できるものと考えます。その中で自治会は住民にとって最も身近な存在として地域

社会における重要な意義、役割を担っており、現在の社会環境の変化などを要因とする価

値観の多様化や近隣関係の希薄化が進む社会において、自治会の持つ役割は地域づくりの

大きな柱となっています。 

 また、防災、防犯対策の観点からも自治会の存在意義は大きく、助け合い・支え合いの

精神を形成するうえで、人と人とのつながりの大切さが再認識されており、今後は更に地

域を基盤とした自治会活動を行っていく必要があります。 

 こうした中、自治会活動の課題の一つとして、役員交代などにより、円滑な活動を継続

することが困難であるということが言われています。また、行政との関わりにおいて、志

布志市の各種事業等の相談窓口がわかりにくく、自治会の活動に支障が出ているという意

見も少なくありません。 

 そこで、自治会の円滑な運営や継続的な活動をサポートするため、自治会活動の目的や

運営などの基本項目に加え、各種助成制度など行政との関わりについてまとめた「自治会

運営マニュアル」を作成しましたので、自治会活動の一助として活用していただければと

考えております。 

 それぞれの自治会を取り巻く現状については、さまざまではありますが、このマニュア

ルを活用いただき、円滑な自治会運営に努めていただきますようお願いいたします。 



- 2 - 

第２章 自治会活動とは 

 １ 目的 

   自治会活動は、その地域に住む人が気軽に付き合い、日常生活に必要な情報交換や

安全確保などを行うとともに、地域での生活をより快適なものにするため、自主的、

自発的に共同活動を行いながら、まちづくりを進めていくことを目的としています。 

   共同活動を進めていくためには、地域の人たちがお互いに話し合い、交流していく

ことができる場を設定し、かつ民主的な会の運営を心がけていくことが必要です。 

 ２ 単位自治会（自治会） 

   地域コミュニティ活動において基本となる住民自治組織として、市内に373の自治

会が活動しています。地域ごとの自治会数等については、次のとおりです。 

（令和６年９月１日現在） 

地域 地区 自治会数 総世帯数 

松 山 

新 橋 30 736

泰 野 27 574

尾野見 19 528

志布志 

志布志 75 3,411

東 区 29 1797

帖五区 15 795

夏井陣岳区 5 199

志布志区 26 620

香 月 34 2,572

安 楽 16 1,580

森 山 8 168

田之浦 12 229

四 浦 2 19

潤ケ野 12 279

八 野 4 102

有 明 

伊﨑田 29 807

有 明 22 854

通 山 13 1,097

蓬 原 22 603

野 神 15 707

原 田 14 450

山 重 19 381

合  計 373 15,097
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 ３ 機能 

   自治会は、一般的に次の３つの機能を持つと言われています。 

   ア 課題解決機能 

    交通安全、防犯・非行防止、青少年育成、防火・防災、福祉、生活改善などの地

域の問題の解決に関する活動 

   イ 生活充実機能 

    祭礼・夏祭り、運動会、文化祭など地域の方との交流と親睦の促進に関する活動 

   ウ 環境・施設維持機能 

    環境美化、清掃・衛生、集会所などの施設の設備・維持など地域の環境と施設の

維持・管理に関する活動 

    これらの活動以外にも、「広報活動」、「行政連絡」、「統合・調整」など様々な活動

が行われており、その内容や事業規模などにより文化・スポーツ団体、福祉団体、

ボランティア団体などの関係機関と連携した活動を行います。 

 ４ 自治会の活動と行事 

   志布志市では自治会として、概ね次のような活動や行事を行っています。 

   ア 防災、防犯などの生活安全活動 

    ○自主防災組織づくり、防災訓練 

    ○防犯活動、防犯街灯の設置及び管理 

    ○青少年育成活動（子ども会活動支援協力など） 

    ○消防団への協力、支援 

   イ 施設の維持管理や環境美化活動 

    ○集会所、公園、広場、地域のごみ拾いや清掃などの美化活動 

    ○河川清掃、水路、道路等の除草作業 

    ○ごみステーションの設置及び維持管理 

    ○花いっぱい運動、花壇づくり 

   ウ 運動会や祭りなどの親睦交流活動 

    ○地区の運動会や各種スポーツ大会などの開催 

    ○夏祭り、文化祭 

   エ 情報の伝達 

    ○「市報しぶし」など市や各種団体からの情報誌の配布や回覧 

    ○行政告知放送を利用した情報提供 

    ○自治会だよりの発行 

    ○地区内の各種団体との連絡調整 

   オ 保健福祉活動 

    ○高齢者福祉活動（敬老会等の行事など） 

    ○社会福祉協議会への協力（募金、福祉ボランティア活動） 

    ○健康診断への協力、健康づくり講座の開催 

   カ 行政への陳情・要望等 

    ○道路等地域環境整備の要望（ガードレール、ロードミラー、集落道整備など） 

    ○各種補助金や交付金の申請 
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第３章 自治会の運営 

 １ 規約（会則）の整備 

   規約（会則）は、地域におけるまちづくりのための自主的なルールとしての意味を

持っています。規約（会則）を中心とした活動は民主的な活動の運営には欠かせない

ものであり、住民の権利と義務を明確にすることは様々な活動への参加や、主体的な

活動の保証につながります。 

   そのため、規約（会則）は大多数の会員の納得のいく内容が定められていることが

基本です。自治会の組織や役員・予算・事業等は規約（会則）に基づいて形づくられ、

活動へとつながっていくからです。 

   なお、規約（会則）については、少子・高齢化など構成員の変化や住民の流動など

地域の実情に対応して、たえず見直しを行い、世帯規模や地域課題に応じて組織内容

を考えて専門部を置くなど、それぞれの自治会にあったものを工夫することが必要に

なります。 

 ※規約（会則）については、コミュニティ推進課にお尋ねください。 

 ２ 役員の構成及び選出について 

   自治会が秩序を保ちながら活動していくためには、自治会長をはじめとして役員の

役割を明確にすることが大切です。役員は総会の決定事項に伴い、日常的には会員の

意見を聴き、また情報を伝達しながら自治会の目的を実現させるために存在し、対外

的には会を代表しなければなりません。自治会の規模の大小によって、役員の人数や

構成は変わってくると考えられます。 

   役員の選出については、選挙・推薦・抽選・輪番制など、いろいろな方法がありま

すが、それぞれの自治会で一番望ましい選出方法を工夫することが必要でしょう。 

   ただし、抽選や輪番制を採用する場合は、小さい子どもや介護を要する家族を抱え

る世帯や、高齢者だけの世帯等については配慮することも大切です。 

  役員構成と役割は、一般的に次のようなものが考えられます。 

  ア 自治会長 

    自治会を自主的、民主的に運営し、その組織をまとめる責任者であり、対外的に

は会の意思を伝える代表者としての役割があります。 

    また、自治会長は、自治会がいきいきとした活動を進める上で、幅広い住民参加

への工夫、自由でのびのびとした雰囲気づくり、個性を活かした役割分担、プライ

バシーへの配慮、情報提供と後継者づくりに留意して取組む必要があります。 

  イ 副会長 

    自治会長を補佐し、時には自治会長の役割を代行する責任があります。 

  ウ 会 計 

    現金の出納や会計書類の整備、備品の管理など、会の出納責任者となります。 

  エ 書 記 

    会議の準備、記録、連絡等の庶務を担当します。 

  オ 監 事 

    監事は、会計事務が適切に処理されているかどうか、支出が適切であるかどうか
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を、会計帳簿・領収書等の帳票類や預金通帳・決算書を基にチェックし、総会で報

告します。 

  カ 専門部 

    自治会は、身近な地域課題や住民の要望に対応し、効率的な運営をしていくため

に、また地域の人材を効果的に活かした地域づくりのために専門部を設置する場合

があります。 

 ３ 自治会設立や解散について 

   自治会再編や設立の際、以下のことに留意し、本庁コミュニティ推進課、有明支所

地域振興課又は松山支所総務市民課へ連絡し、手続きを行ってください。 

⑴ 自治会設立や解散時の届出事項 

   ア 自治会等の代表者に変更があったとき 

   イ 自治会等の区域を変更したとき 

   ウ 自治会等が合併により他の自治会等に統合されたとき 

   エ 自治会等の名称を変更したとき 

   オ 自治会等が解散したとき 

⑵ 自治会の設立パターン 

   ア 新規に自治会を設立する場合（概ね３０世帯以上が要件） 

   イ 既存の自治会から分離して、新しく自治会を設立する場合（原則、分離後５０

世帯以上となることが要件） 

   ウ 既存の自治会が統合して、新しい自治会を設立する場合 

   ※特に既存の自治会を統合分離する場合は、地域の合意が大切です。また新規に設

立する場合でも、既存の自治会の区域の場合は、地域の合意が大切です。 
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第４章 自治会活動への支援（各種補助金制度） 

 ◎補助金等支援制度一覧表 

事業名 担当窓口 

１ 自治会運営費助成金事業補助金 
本庁コミュニティ推進課、 

有明支所地域振興課、 

松山支所総務市民課 

２ 自治会提案型活性化助成金事業補助金 

３ 自治会集会施設等整備事業補助金 

４ 自治会統合推進事業補助金 

５ 防犯街灯設置事業補助金 本庁総務課、 

有明支所地域振興課、 

松山支所総務市民課 ６ 防犯街灯維持管理助成金 

７ 市道等道路清掃作業報奨金 

本庁建設課、 

有明支所建設担当、 

松山支所産業建設課 

 ◎その他の支援 

項 目 担当窓口 

１ 自治会担当職員制度 本庁総務課、 

有明支所地域振興課、 

松山支所総務市民課 ２ 宅地災害復旧支援事業 

３ 共生・協働・自立推進事業 

本庁コミュニティ推進課、 

有明支所地域振興課、 

松山支所総務市民課 

 ※この補助制度は、変更になる場合もありますので、事前に担当窓口へお問い合わせく

ださい。 



- 7 - 

１ 自治会運営費助成金事業補助金 

  地域住民の連帯によるコミュニティ意識の高揚及び自主的で健全な自治会活動を促

進するために各自治会が行う自主活動に対して助成を行う。 

 【補助金の概要】 

補助対象者 補助の内容 交付時期 

自治会 

※世帯数は 

９月１日現在の

世帯数による。

１ 世帯割  3,000円×世帯数 

２ 加算割 

世帯数 金額 

２～５世帯 5,000円

６～１０世帯 10,000円

１１～３０世帯 15,000円

３１～６０世帯 20,000円

６１～９０世帯 30,000円

９１～１２０世帯 40,000円

１２１～１５０世帯 50,000円

１５１世帯以上 60,000円

９月 

２ 志布志市自治会提案型活性化助成金 

   共生・協働のまちづくり及び地域活性化を図るため、指定したメニュー項目に応じ

て助成を行う。 

  【補助金の概要】 

補助対象者 補助の内容 交付時期等

自治会 

※世帯数は 

９月１日現在の

世帯数による。

１ 基本額  1,000円×世帯数 

２ メニュー割 ②に示すメニュー項目から実施 

世帯数 ２～３項目 ４～５項目 ６項目以上

2～5世帯 5,000円 10,000円 15,000円

6～10世帯 10,000円 20,000円 30,000円

11～20世帯 18,000円 34,000円 50,000円

21～30世帯 24,000円 47,000円 70,000円

31～40世帯 29,000円 57,000円 85,000円

41～50世帯 34,000円 67,000円 100,000 円

51～60世帯 39,000円 77,000円 115,000 円

61～80世帯 48,000円 94,000円 140,000 円

81～100世帯 58,000円 114,000 円 170,000 円

101世帯以上 68,000円 134,000 円 200,000 円

※基本割は、総会（書面決議可）・定例会・役員会等の話し合い活

動をしないと交付されません。 

※メニュー割は、１項目以内は交付されません。 

５月 

年間計画書

の提出 

↓

翌年１月 

実績報告書

の提出 

↓ 

３月 

補助金交付
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  ②メニュー項目  

１ 伝統文化等保存伝承活動（六月灯・早馬祭・棒踊り等郷土芸能） 

２ 自治会員の親睦融和を目的とした活動（花見・忘年会・研修旅行等） 

３ 自治会主催のスポーツ・レクレーション活動等 

４ 地域コミュニティ協議会等主催のスポーツ・レクレーション活動等 

５ 花いっぱい活動 

６ リサイクル活動（資源ごみ立会い） 

７ 地域美化活動（おじゃったもんせクリーン大作戦・道路及び集会施設等清掃）

８ 自治会主催の各種学級 

9 自治会だより発行活動 

10 自治会主催の敬老会や高齢者見守り・声かけ活動 

11 自治会子ども会活動 

12 自主防災活動 

13 女性団体活動（観音講等） 

14 地域の交通安全活動 

15 自治会の老人クラブ活動 

16 自主的なボランティア活動 

17 情報基盤を利用した活動（自治会内放送等） 

18 特定検診等の健康診査の受診奨励活動 

19 上記に該当しない自治会主催の活動 

３ 自治会集会施設等整備事業補助金 

   自治会運営を活性化し、地域自治の振興を図り、地域コミュニティの諸活動を促進

するため、集会施設並びに同一敷地内の付属施設及び倉庫を整備、又は自然災害に伴

う復旧を行う自治会に対し助成を行う。 

①補助金の概要 

補助対象者 補助の内容 補助限度額 

自治会 

（２以上の自治会が統合し

た場合にあっては、統合後

の自治会） 

※経費総額が１５万円以上の事業が対象 

１ 集会施設及び同敷地内の付帯施設並びに倉

庫の増築、改築、修繕、移転又は解体 

        補助率４０％以内 

２ 集会施設及び同敷地内の付帯施設並びに倉

庫の増築、改築、修繕、移転又は解体 

 （２以上の自治会が統合した場合） 

        補助率６０％以内 

３ 災害に伴う復旧 

ア 建物又は工作物  補助率2/3以内 

イ 土地       補助率５０％ 

320万円 

400万円 

30万円 

 50万円 

  ②定義 

   ・建物の増改築 

既存の建物を建て増しし、床面積を増加させること、又は既存の建物の一部を解体
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し、引き続き従前と構造及び規模を著しく異にしないで改良することをいう。 

   （修繕の補助対象となる主なもの） 

屋根のふき替え、屋根の塗装、外壁の張り替え、外壁の塗装、床の張り替え、畳の

交換、天井の張り替え、内装の張り替えの工事及び建物構造に係る工事も含むもの。 

（補助対象とならないもの） 

畳の表替え、カーペットの張り替え、カーテンの交換など。 

   ※次のような場合は、補助対象外となりますが、補償や支払等を受けた額が当事業

を実施した場合に受ける補助金よりも低い場合は、その差額を補助金の額として交

付を受けることが可能です。 

    ・国・県又は市の他の補助金等の交付を受けて建物の工事等を実施する場合 

    ・公共事業に伴い、補償金の支払等を受けて建物の工事等を実施する場合 

    ・損害保険金等の支払等を受けて建物の工事等を実施する場合 

 ※集会施設等の改修等を検討されている自治会は、事前にコミュニティ推進課にご相談

ください。 

４ 自治会統合推進事業補助金 

  自治会活動の活性化を図るため、自治会の統合をした自治会に対し助成を行う。 

  【補助金の概要】 

補助対象者 補助の内容 交付内容 

統合後の自治会 

⑴ 自治会数割 

 ア 統合後50世帯未満の場合 

   （統合前の自治会数－１）×100,000円 

 イ 統合後50世帯以上の場合 

   （統合前の自治会数－１）×200,000円 

⑵ 世帯数割 

  2,000円×統合後の世帯数（上限150世帯）

（１年目） 

 自治会数割 

 世帯数割 

（２・３年目） 

 自治会数割 

５ 防犯街灯設置事業補助金 

   地域における夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、自治会等が新たに防

犯街灯を新設・増設・修繕・更新（LED等）した事業に対し助成を行う。 

   【補助金の概要】 

    事業費の2分の1以内 

    ※ 1,000 円未満切り捨て 

６ 防犯街灯維持管理助成金 

  地域における夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、自治会等で維持管理

している防犯街灯の維持管理費の一部を自治会等に対し助成を行う。 

   【補助金の概要】 

１基当たり年間１，０００円 
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７ 市道等道路清掃作業報奨金 

  道路愛護運動、地域環境美化の一環として自治会の自主性及び活性化を図るため、

自治会に対し報奨金を支払う。 

①補助金の概要 

補助対象者 補助の内容 交付内容 

市が提案した道路愛護

伐採作業を実施した自

治会 

１ 道路の延長で、伐採作業を実施した延長に 1

メートル当たり45円を乗じた額 

２ 市が指定する処理場へ運搬した自治会に運搬

に係る経費の一部を負担する。 

 １キロメートル当たり37円 

上限 20キロメートルまで支給 

自治会から伐採等

の作業終了報告が

あった後、市の職

員が現地を確認し

て、報奨金の額を

決定する。 

８ その他の支援 

⑴ 自治会担当職員制度 

    豊かで住みやすいまちをつくるために、住民活動の基本である自治会に職員を配

置し、行政と自治会のパイプ役として、行政から自治会への情報提供に努めるとと

もに、地域の人々と密接な関係を築きながら、自治会の課題の把握や自治会からの

意見・要望を把握するため自治会担当職員を配置するもの。 

   ア 自治会担当職員の主な役割 

     自治会からの要請により、担当職員が活動するもの 

    ○ 自治会からの要望、市政に関する意見等の把握 

    ○ 自治会への行政情報の提供 

    ○ 災害時の情報収集 

    ○ その他自治会に関し市長が必要と認める事項 

    ※ただし、個人的な要望や苦情等の処理、自治会の庶務事務等は除く。 

⑵ 宅地災害復旧作業支援事業 

    市が指定する災害に起因して宅地に土砂等が流入した場合、被災した宅地の早期

復旧のために行われる災害復旧作業に要する経費に対し助成を行うもの。 

   ア 指定する災害 

    ○ 大雨警報が発表されたとき 

    ○ 洪水警報が発表されたとき 

    ○ 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

   イ 対象となる作業 

    ○ 家屋が床上浸水以上の被災となったとき、家屋内及び宅地内の土砂撤去作業 

    ○ 倒木、流木等により宅地内への出入りができないなど生活に支障があるとき、

倒木、流木の撤去作業。 

    ○ がけ地の崩壊により宅地内へ流出した土砂を重機によらなければ作業ができ

ないとき、土砂の撤去作業。 

    ○ 宅地が流出又は崩壊し、重機を使用しなければ作業ができないとき、宅地の

復旧作業 
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   ウ 対象となる経費 

    ○ 建設会社等に委託する場合 

      工事に要した経費の３分の２以内、上限30万円 

    ○ 自らの作業による場合 

      作業に要した経費（燃料費、重機借上料、重機オペレーター費用、重機 

      運搬に要する経費及び原材料費）の３分の２以内、上限30万円 

      ※ 事業経費の総額が５万円以上 

      ※ 1,000円未満切り捨て 

⑶ 共生・協働・自立推進事業 

    地域づくり団体や、ＮＰＯ等の市民団体、自治会等が地域の課題解決に向け自主

的、継続的に取り組む公益的な事業に対して助成を行う。 

   【事業の概要】 

補助対象者 補助の内容 交付内容 

地域づくり団体、ＮＰ

Ｏ等の市民団体、自治

会等 

１ 市民活動支援事業 

 事業の対象経費３万円以上の事業 

１回目 ２／３ 

２回目 １／２ 

３回目 １／３ 

農林産加工・販売場については、 

１回限りとする 

２ 市民提案型まちづくり事業 

  事業費の全額を助成（1回限り）

１ 市民活動支援事業 

 1 回目 １０万円 

 ２回目 ７万５千円 

 ３回目 ５万円 

農林産加工・販売場50万円

２ 市民提案型まちづくり事業

  50万円 

   【具体的な事例】 

   ア 市民活動支援事業 

    ○ 地域内案内看板の設置 

    ○ 花いっぱい運動 

    ○ 特産品の開発、販売 

    ○ 集落内のまつりの復活                 など 

   イ 市民提案型まちづくり事業 

    ○ 広報…声の市報・議会だより作成事業 

    ○ 消防、防災…災害時情報発信事業、ＡＥＤ講習事業 

    ○ 情報化推進…パソコン出張サポート事業 

    ○ 環境…市内の水質調査事業 

    ○ コミュニティ、出会い…市民コミュニティサイト運営事業 

    ○ 福祉、保健…独居高齢者等声かけ事業、健康づくり相談事業 

    ○ 建設…道路維持管理事業                など 
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第５章 自治会加入促進 

自治会は、任意団体であるため、地域住民に加入を強制することはできません。しかし、

自治会に参加していれば地域内の情報や行政からの情報提供により、防災、子育て、高齢

者支援、防犯・交通安全の確保など、地域における課題等への対応も容易になります。 

自治会活動は、住民の相互理解が不可欠ですので、未加入世帯や新しく地区内に住まれ

ることとなった人に対しては、積極的に活動内容などの情報提供をすることも必要です。 

特に、自治会が実施している活動を詳しく説明し、（ごみステーションや防犯街灯管理、

消防団への支援など共益費的な部分を理解してもらう。）加入してもらうことが大切です。 

また、未加入者の中には単身赴任や高齢者世帯といった様々な立場の人がいます。 

そこで、その立場に応じた形で無理なく自治会と付き合っていけるような制度（例えば

会費や役の軽減といった「準会員制度」「特別会員制度」など）を考え、加入しやすい環境

を整えることも一つの手法です。 

震災で活躍した地域の結束 

    阪神淡路大震災や、東日本大震災・熊本地震においても、自治会や自主防災組織

が、避難・地域住民の安否確認・炊き出し等で活躍し、住民の安全確保に大きな役

割を果たしたと伝えられています。 

 この震災の教訓を生かし、自治会等の地縁組織により自主防災組織を結成するこ

とが重要視され、その機運が全国的に広まっています。 

 自主防災組織について 

  自主防災組織とは、「地域住民が自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、

連帯感に基づいて、自主的に結成する組織です。防災知識の広報・啓発、地域の

災害危険の把握や防災訓練、災害時には初期消火や避難誘導など被害を予防し軽

減するための活動を行っています。 
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第６章 自治会の統合について 

 本市の自治会においては、加入戸数の減少、人口の減少並びに少子高齢化、自治組織と

しての機能の低下、連帯感の希薄化などの課題を抱えている自治会が少なくありません。 

特に高齢化や加入率の低下により、自治会活動の担い手となる人材が不足し、自治会の

維持存続が危ぶまれているところが増えつつあります。 

こうした中で、地域の共同体としての機能を回復、充実させるためには、これまでの地

域の枠にとらわれず、広域的な地域のつながりを活かしたまちづくりの手法の一つとして、

自治会の統合が考えられます。 

統合を行うメリットとしては、これまで小規模のため、できなかった活動が統合したこ

とによりできるようになったり（伝統芸能の復活など）、新たな事業の展開やコミュニテ

ィの強化が図られます。また、小規模で役員のなり手が限られていたところが、統合する

ことで広い範囲での役割分担が可能となり、会員の負担軽減につながることが予想されま

す。 

ただ一方で個々の自治会においては、それぞれ歴史的な背景や運営の方法、財産や施設

の管理などの違いがある為、統合を行うには、これらの一つ一つを解決していくことが重

要です。まずは自治会内で十分話し合いやアンケート調査などを行い、自治会全体の意思

統一を図ったうえで、統合へ向けた取り組みを行う必要があります。 

また、統合を行った場合には統合した自治会への助成措置として自治会統合推進事業補

助金の交付を受けることができます。 

 １ 統合を進めるにあたって取組むべき課題 

⑴ 自治会内の意思統一を図る（総会、アンケート等） 

    統合へ向けた意思統一が図られたら 

⑵ 代表者の選定を行う（各自治会から）

    代表者は各自治会との調整役となる 

⑶ 統合に向けての主な調整事項 

   ア 名称、規約、組織体制について 

   イ 会員の位置付けについて（正会員、準会員、定年制など） 

   ウ 会費及び会費の徴収方法について 

   エ 運営方針や役員体制について（役員手当など） 

   オ 施設や資産管理について 

   カ 統合する時期について  など 

 ※今後統合を進める予定がある場合には、コミュニティ推進課までご相談ください。 
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第７章 行政事務連絡員について 

 １ 行政事務連絡員とは 

   「行政事務連絡員」とは、一言で言えば「自治会と行政を結ぶ橋渡し役」のことで

す。行政事務連絡員は、自治会の推薦に基づき、市長が委嘱します。行政から使送便

等で送付されてくる公文書や広報等をそれぞれの自治会に加入している会員の皆様に

配布していただくことが主な仕事となります。 

   以前、「集落」や「小組合」、「自治公民館」などと呼ばれていた住民自治組織（市の

区域内に存する、地縁等により限定される一定の地域内の住民が世帯を単位として組

織する団体等）を、市では「自治会」と呼ぶようにしました。その自治会と市役所と

の連絡係として「行政事務連絡員」を設置しています。 

   行政事務連絡員について、よく聞かれるのが自治会長との違いです。 

自治会では、レクリエーションなどの親睦行事や、防災、防犯、交通安全などの活

動、また、環境美化活動や福祉活動等、それぞれの地域の実情に応じた様々な活動が

行われています。それぞれの自治会での話し合い等により、これらの活動の中心とな

り、代表として選任された人物が自治会長と言えます。 

 ２ 行政事務連絡員の具体的な仕事 

   行政事務連絡員の仕事は、おおよそ次のようなものです。 

⑴ 公文書の配布、回覧又は回収 

    「公文書」とは… 

    「市で作成した文書」 

    「国、県等が作成した文書」 

    「独立行政法人等が作成した文書」 

    「市が関係している法人が作成した文書」 

    「指定管理者が作成した施設の利用に係る文書」 

    「地域コミュニティ協議会が作成した文書」 

    をいいます。ただし、信書（特定の受取人に対する文書）を除きます。 

⑵ 市の広報紙その他の刊行物の配布 

    市報「しぶし」や志布志市議会だより等の配布になります。 

⑶ 自治会を組織する世帯の動態に関する報告 

    自治会の会員に異動があった場合に提出していただく「自治会加入（脱退）届」 

（２０ページ参照）のことです。 

⑷ その他市長が必要と認める事項 

 ３ 行政事務連絡員の決め方、変更時期 

   行政事務連絡員は、それぞれの自治会での話し合い等により決定し、市役所へ「行

政事務連絡員推薦届」を提出していただくことになります。 

  各自治会から提出された推薦届に基づき、市長が新しい行政事務連絡員として委嘱

します。 
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例年、年度末（２月又は３月）に郵送で行政事務連絡員推薦届等を送付しています。

総会等が済み、新しい行政事務連絡員が決まっている場合は、お名前や住所、電話番

号を記入し、３月中にご返送ください。４月の第１回目の使送から新しい行政事務連

絡員のお宅へ使送袋を配達します。その時期までに総会等が行われず、行政事務連絡

員が決まらない場合は、決まり次第お知らせください。行政事務連絡員の委嘱をはじ

め、自治会使送便の送付先の変更が必要となりますので、お忘れにならないようお願

いします。 

※行政事務連絡員に必ず守っていただきたいこと 

行政事務連絡員は、その職務上において知り得た秘密を他人に漏らしてはいけませ

ん。行政事務連絡員を退いた後も、同じです。 

また、行政事務連絡員は、職務を利用して政治的活動、選挙運動、宗教的活動及び営

利を目的とする活動を行ってはいけません。 
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第８章 衛生自治会について 

 １ 目的 

   衛生自治会は、各家庭からの確実なごみ出しを実践すること、その拠点となるごみ

ステーションを適正に管理することを目的とし、「混ぜればごみ、分ければ資源」を基

本に適正な分別の徹底によるごみの減量化、再資源化への取り組みを推進しています。 

 ２ 単位衛生自治会 

   単位衛生自治会については、原則各地域の行政自治会を単位とし組織され、ごみ排

出の時間や立ち合い体制など、その管理についてはそれぞれの単位衛生自治会ごとに

ルール化され、適正な排出が実践されています。 

 ３ 市衛生自治会 

   単位衛生自治会の効率的な運営を支援するため、志布志市衛生自治会が組織されて

います。市衛生自治会では、確実なごみ出しの定着化推進をはじめ、循環型社会の形

成を目指したサンサンひまわりプラン、市内全域での美化活動を推進するおじゃった

もんせクリーン大作戦、地域通貨ひまわり券の利用促進と連動した市民と協働したマ

イロードクリーン大作戦等に取り組んでいます。 

また、単位衛生自治会及び衛生自治会会員を対象とした各種補助事業を実施していま

す。 

 ４ 市衛生自治会の補助事業 

   単位衛生自治会支援及び市衛生自治会加入者支援のための具体的な施策として以下

の事業を実施しています。 

⑴ 環境学習事業 

    衛生自治会会員の環境問題への気付きを促すため、市が実施する環境施策の取り

組みや環境問題の現状等をお知らせする機会として「環境学習会」を実施していま

す。10名以上の参加が見込まれる各種集会等の開催に合わせ申請していただき、会

場に出向き実施しており、１開催につき3,000円の補助金を交付します。 

⑵ ごみステーション整備充実事業

    ごみステーションの適正な管理や環境保全のために、単位衛生自治会で管理する

ごみステーションの新設や修繕、環境整備等に対し、事業費の１／２（上限30,000

円）の補助金を交付します。 
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⑶ 家庭用生ごみコンポスト購入費支援 

    生ごみについては、資源ごみとして収集し堆肥化を図っていますが、家庭菜園な

どでの利用が可能な方については、ご家庭での処理をお願いしています。その支援

策として、ご家庭で生ごみの堆肥化をするためのコンポスト購入費の１／2（上限

3,000円）を補助金として交付します。 

⑷ 家庭用生ごみ処理機購入支援 

 生ごみの減量化及び堆肥化を推進するため生ごみ処理機購入費の１／２（上限

20,000円）を補助金として交付します。 

⑸ 地域環境美化運動支援

    各単位衛生自治会内の道路沿いなどに植栽若しくは植樹又は花プランター、不法

投棄防止看板等を設置することによりポイ捨て防止を図り、もって環境美化を行お

うとする事業に対し補助金（上限１万円もしくは、１万円以下の場合は実費相当分）

を交付します。 
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第９章 地域コミュニティ協議会について 

１ 地域コミュニティ協議会とは 

  地域コミュニティ協議会とは、概ね小学校の区域内で活動されている様々な団体等を

束ね、地域内の協議による合意形成を基本に、地域課題の解決やまちづくりに、市と対

等な立場で連携・協力しながら自主的に取り組まれている組織です。 

  区域内で活動していた校区公民館、自治会、ふるさとづくり委員会、ＮＰＯ法人、Ｐ

ＴＡ等の各種団体、地域住民、学校、民間企業などに参加を呼びかけて、地域の特色を

活かした形で設立されています。現在市内に 17 団体が設立され、参加者がそれぞれの

特徴を活かし、お互いに補完しながら、専門部を中心とした活動に取組まれています。 

２ 地域コミュニティ協議会の活動 

地域コミュニティ協議会は、地域の実情に応じ必要な取組を地域で決定して、自治会

を含めた参加者がお互いに協力しながら実践しています。 

地域活動を計画的に実践するために、地域の 10 年間の活動方針となる「地域まちづ

くり計画」を地域の皆さまが話し合って策定し、必要に応じて見直しながら活動を進め

ていかれます。市は、その計画づくりや地域活動を支援するために「地域支援員（若し

くは集落支援員）」を置いています。 
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第 10章 地縁による団体の認可（自治会の法人化） 

 １ 自治会の法人化の趣旨 

   かつて自治会には法人格が認められていなかったため、土地や建物などの不動産を

所有する場合は、団体所有であっても個人名義で登記せざるを得ず、名義人が転居や

死亡したときに、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。 

   このような問題に対処するため、平成３年４月に地方自治法が改正され、一定の手

続きにより自治会が法人格を取得（地縁による団体の認可）することにより、団体名

で不動産等の登記ができるようになりました。 

 ２ 地縁による団体とは 

   「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて

形成された団体」（地方自治法第260条の 2第 1項）と定義されています。 

 ３ 「地縁による団体」の法人化の要件 

   「地縁による団体」が法人格を得るには、市長の認可が必要です。 

   「地縁による団体」が法人格を得る目的は、地域的な共同活動を円滑に行うために

なります。 

   認可にあたっては、更に以下の要件が備わっている必要があります。 

⑴ 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会

の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること 

⑵ 「地縁による団体」の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定めら

れていること 

⑶ 「地縁による団体」の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができ

るものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること 

⑷ 目的、名称、区域、構成員の資格、資産に関する事項などが記載された規約を定

めていること 

 ※地縁による団体の認可を検討されている自治会は、コミュニティ推進課にご相談  

ください。 
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第 11章 資料編 

１ 自治会加入（脱退）届 

ふ り が な
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２ 行政告知端末による自治会放送の操作手順 
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８．

 志布志市では、市民の皆様へ市からのお知らせや地域の情報、防災に

関する情報を行政告知放送端末により放送しています。 

 行政告知放送端末では、市役所からの行政放送、緊急地震速報等の緊

急放送、自治会からのグループ放送、ＡＭ放送の２局（ＮＨＫ鹿児島ラ

ジオ第１・２放送）を聞くことができるほか、ＦＭ放送の４局（ＭＢＣ

ワイドＦＭ、ＮＨＫ鹿児島ＦＭ放送、エフエム鹿児島、ＦＭ志布志）を

聞くことができます。 
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